
谷山第三地区の審議会委員が決定しました

基準地積の更正手続きについて

要望書の提出について

基準地積の更正手続きについては、「通常の場合」の手続きの期間が、平成 24 年 1 月 25日で

終了しました。

今後は、「長期不在等の特別な事情があると認められる場合」について、仮換地の設計に影響が

ないと施行者（市）が認める期間の最終日まで手続きを行うことができますので、法務局で地積

更正の手続きを行った場合は谷山都市整備課までご相談下さい。

理由が「特別な事情があると認められる場合」にあたると認められるものについては基準地積

の更正ができ、仮換地の地積に反映されます。

なお、「特別な事情があると認められない場合」については地積更正で地積が増えた分は最終的

に清算金で処理されることになります。

仮換地案の要望につきましては、昨年 11 月に「基準地積のお知らせ」と一緒に様式をお送り

しており要望がある方から提出いただいているところです。

この要望書につきましては、仮換地の設計に着手するまでは受付けますので要望等のある方が

いらっしゃいましたら谷山都市整備課までお出し下さい。

平成２４年（2012年）５月

谷山第三地区の土地区画整理審議会委員につきましては、施行条例により定数が 10 人、そ

のうち８人は宅地所有者より選挙で選出、２人は学識経験を有する者から選任することとなっ

ていました。

選挙で選出される委員については、定数８人に対し７人の立候補があり定数内であったこと

から立候補された７人の方が平成 24 年３月５日付けで当選人となりました。

また、学識経験を有する者から選任する委員の２人については平成 24 年３月 26 日付けで

委員に委嘱しました。

審議会委員となられた９人は下記の方々です。

  ○宅地所有者委員 ７人

    三反田 義光 【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

    松元 徹    【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

    濱田 秀則   【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

    酒瀬川 洋   【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

    七村 盛幸   【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

    久木田 和泰  【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

    内村 建夫   【任 期】平成 2４年３月５日～平成２９年３月４日

  ※順番は立候補届出順

  ○学識経験委員 ２人

    内田 一平  【任 期】平成 2４年３月２６日～平成２８年３月２５日

    今村 元秀   【任 期】平成 2４年３月２６日～平成２９年３月２５日

  ※内田委員の任期は勤務先の規定により４年間となっています。

学識経験委員の内田委員は独立行政法人国立高等専門学校機構鹿児島工業高等専門学校の

准教授、今村委員は㈱今村不動産鑑定所の不動産鑑定士です。
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～ 谷山第三地区土地区画整理事業に関するお問い合わせ先 ～
鹿児島市 建設局 都市計画部 谷山都市整備課 谷山第二地区係

〒891-0194 鹿児島市谷山中央四丁目 4927（谷山支所 3 階）

             電 話：０９９－２６９－８４３６（係直通）

仮

換

地

設

計

着

手

市
が
認
め
る
期
間
の
最
終
日

特別な事情
が継続

土

地

登

記

簿

締

切

期

日

事

業

計

画

決

定

日

３０日６０日

６０日

特別な事情が止んだ日

隣接宅地所有者の承諾が得られない

場合、先の６０日以内に市へ申出を

行うことにより３０日延長できます。

３０日

長期不在等の
特別な事情が
あると認めら
れる場合

通常の場合

２週間

２週間

平成23年12月26日 平成24年1月25日

仮

換

地

設

計

着

手

市
が
認
め
る
期
間
の
最
終
日

特別な事情
が継続

土

地

登

記

簿

締

切

期

日

事

業

計

画

決

定

日

３０日３０日６０日６０日

６０日６０日

特別な事情が止んだ日

隣接宅地所有者の承諾が得られない

場合、先の６０日以内に市へ申出を

行うことにより３０日延長できます。

３０日３０日

長期不在等の
特別な事情が
あると認めら
れる場合

長期不在等の
特別な事情が
あると認めら
れる場合

通常の場合通常の場合

２週間２週間

２週間２週間

平成23年12月26日 平成24年1月25日

特別な事情とは、国外滞在や長期入院のほか

特に市長が必要と認める場合です。

リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可



第１回 土地区画整理審議会が開催されました 土地区画整理事業の主な流れ（予定）

建築行為等の制限について

平成２４年度の事業概要

第１回目の谷山第三地区土地区画整理審議会が平成 24 年 3 月 26 日に開催されました。

今回の審議会では、審議会委員の顔合わせと会長・副会長の選任のほか諮問事項として土地

区画整理事業を行う上での土地の評価等について意見を聴く評価員の選任について審議しま

した。

今後は、選任された評価員による評価員会に土地評価基準等を審議していただき意見を聴い

た上で具体的な土地の評価や仮換地の計算・割込等の作業を進めていくことになります。

今回決まりました審議会の会長・副会長と評価員は下記の方々です。

○土地区画整理審議会

会 長  内田 一平 【学識経験委員】                

副会長  今村 元秀  【学識経験委員】                  

○評価員会（５人）                                 

西川 修一   【評価経験者 不動産鑑定士】                

  林川 信行   【評価経験者 不動産鑑定士】                

  山口 幸太郎 【評価経験者 不動産鑑定士】                

  内村 建夫   【審議会委員】

  七村 盛幸   【審議会委員】

※ 評価員は定数５人、うち３人は土地や建物等の評価経験がある方、２人は権利者代表

である審議会委員から選任されています。

平成 24 年度の谷山第三地区土地区画整理事業の関連予算は約４３，３００万円で主な事

業概要は以下のとおりです。

○土地区画整理事業

   土地区画整理事業につきましては、土地評価の作業を行いその後、換地設計（換地計

算・割込）のための作業を進めます。

  ・換地設計（換地計算・割込）、事業用地管理等の業務委託など

○小宅地等対策事業

   小宅地等対策事業につきましては、昨年度に引き続き土地の先行取得を行います。

○土地利用方針（地区計画）策定事業

   土地利用方針（地区計画）策定事業につきましては、関係機関との協議や説明会開催

等、都市計画決定に向けた手続きを進めます。

  

  谷山第三地区土地区画整理事業につきましては、平成 23 年度に事業計画決定や基準地積の

決定、また土地区画整理審議会委員の選挙を行い審議会委員が決まり第１回の審議会で評価員

の選任を行いました。

  平成 24 年度は評価員会、審議会に諮りながら土地評価や換地設計の基準を策定し整理前の

宅地の評価を行い仮換地（案）作成の作業を進める予定です。

  なお、小宅地対策のために必要な用地の先行取得も進めてまいりますのでご協力をよろしく

お願いします。（用地の先行取得は昨年度までに応募いただいき、条件を満たした方にお願いし

ていく予定にしております。）

  事業計画が決定したことから今後、地区内で建築物や工作物の新築、増・改築、土地の区画

形質の変更、又は移動の容易でない物件の設置、もしくはたい積を行おうとするときは、土地

区画整理法第 76 条に基づく許可が必要となります。（仮換地先ではない現在の所有地等に上記

のような建築や区画形質の変更などを行う場合、移転補償費の支払い額が７０％以内となる条

件が附せられる場合があります。）

※建築行為等の制限などについてのくわしい内容や届出様式につきましては、

谷山都市整備課までお問い合わせ下さい。
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